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（
法
務
委
員
会
）

総
合
法
律
支
援
法
案
（
閣
法
第
六
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
が
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
状
況
に
か
ん

が
み
、
裁
判
そ
の
他
の
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
制
度
の
利
用
を
よ
り
容
易
に
す
る
と
と
も
に
、
弁
護
士
及
び
弁
護
士

法
人
並
び
に
司
法
書
士
そ
の
他
の
隣
接
法
律
専
門
職
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
身
近
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
総
合
法

律
支
援
の
実
施
及
び
体
制
の
整
備
に
関
し
、
そ
の
基
本
理
念
、
国
等
の
責
務
そ
の
他
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、

そ
の
中
核
と
な
る
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

総
合
法
律
支
援
の
趣
旨

新
た
に
設
け
る
運
営
主
体
を
中
核
と
し
て
、
民
事
・
刑
事
を
問
わ
ず
、
国
民
が
全
国
ど
こ
で
も
法
的
紛
争
の
解
決
に
必
要

な
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
総
合
法
律
支
援
の
態
勢
を
整
備
す
る
。

二

運
営
主
体
と
そ
の
業
務

１

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
立
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総
合
法
律
支
援
体
制
の
中
核
と
な
る
運
営
主
体
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
の
枠
組
み
に
従
い
つ
つ
、
最
高
裁
判
所
が
設

立
・
運
営
に
関
与
す
る
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
新
た
に
設
立
す
る
。

２

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務

①

相
談
窓
口
（
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
）

法
律
上
の
紛
争
に
つ
い
て
の
相
談
の
受
付
、
情
報
提
供
、
関
係
機
関
等
（
弁
護
士
会
、
隣
接
法
律
専
門
職
種
団
体
、

各
種
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
等
）
へ
の
振
り
分
け
業
務
等
を
行
う
。

②

民
事
法
律
扶
助

民
事
法
律
扶
助
事
業
（
資
力
が
十
分
で
な
い
者
に
対
す
る
法
律
相
談
、
裁
判
書
類
の
作
成
の
援
助
、
代
理
援
助
等
）

を
行
う
。

③

公
的
刑
事
弁
護

迅
速
な
選
任
が
必
要
と
さ
れ
る
捜
査
段
階
の
公
的
弁
護
制
度
及
び
連
日
的
開
廷
に
よ
る
集
中
審
理
（
裁
判
員
制
度
に

よ
る
も
の
を
含
む

）
に
対
応
し
、
全
国
的
に
充
実
し
た
弁
護
活
動
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
契
約
に
よ
り

。

弁
護
士
を
確
保
し
、
国
選
弁
護
人
の
候
補
を
指
名
し
て
裁
判
所
に
通
知
す
る
業
務
を
行
う
。
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④

司
法
過
疎
対
策

司
法
過
疎
地
域
等
に
お
い
て
、
契
約
弁
護
士
等
に
法
律
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
業
務
を
行
う
。

⑤

犯
罪
被
害
者
支
援

犯
罪
被
害
者
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
。

⑥

関
係
機
関
と
の
連
携
の
確
保
・
強
化

弁
護
士
会
、
地
方
公
共
団
体
等
関
係
機
関
と
の
連
携
の
確
保
・
強
化
を
図
る
。

３

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
組
織
等

①

組
織
形
態

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
公
正
中
立
で
、
運
営
責
任
の
明
確
性
及
び
経
営
内
容
の
透
明
性
が
図
ら
れ
、
か
つ
、

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
及
び
効
率
の
向
上
を
図
る
仕
組
み
を
備
え
た
法
人
と
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
の
枠

組
み
に
従
い
つ
つ
、
運
営
主
体
の
行
う
業
務
が
司
法
に
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
た
適
切
な
組
織

形
態
と
す
る
。

②

弁
護
活
動
・
訴
訟
活
動
の
独
立
性
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日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
契
約
関
係
に
あ
る
弁
護
士
の
個
別
の
弁
護
活
動
・
訴
訟
活
動
に
つ
い
て
、
指
揮
命
令

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

③

審
査
委
員
会
の
設
置

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
運
営
に
関
し
、
特
に
公
正
か
つ
中
立
な
判
断
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
を

審
議
す
る
た
め
、
有
識
者
等
か
ら
成
る
審
査
委
員
会
を
置
く
。

三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
総
合
法
律
支
援
の
実
施
及
び
体
制
の
整
備
並
び
に
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の

業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


